
　
2
0
2
0
年
度

か
ら
新
専
門
医
が

認
定
さ
れ
る
。

　
真
に
専
門
医
の

質
が
保
証
さ
れ
、

意
義
の
あ
る
更
新

制
度
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
有

り
難
い
。
現
在
専
門
医
資
格
を

取
ら
ず
活
動
し
て
い
る
医
師
も

希
望
す
れ
ば
資
格
を
取
得
し
、

更
新
で
き
る
制
度
に
す
べ
き
で

あ
る
。

　
し
か
し
、
資
格
取
得
よ
り
臨

床
を
優
先
す
る
医
師
も
多
い
。

同
じ
仕
事
を
し
て
い
る
な
ら
、

専
門
医
と
非
専
門
医
に
制
度

上
、
差
が
あ
っ
て
は
い
け
な

い
。
選
択
は
患
者
に
任
せ
る
べ

き
で
あ
る
。

　
基
本
領
域
専
門
医
に
「
総
合

診
療
専
門
医
」
が
新
た
に
加

わ
っ
た
が
、
僅
か
3
年
の
研
修

で
大
丈
夫
な
の
か
？　
筆
者
は

僻
地
診
療
や
専
門
医
と
し
て
の

病
院
勤
務
を
経
て
、
旧
郡
部
の

病
院
の
な
い
町
で
父
の
診
療
所

を
継
承
開
業
し
て
10
年
少
々
経

つ
が
、
い
ま
だ
に
驚
き
と
勉
強

の
毎
日
で
あ
る
。
総
合
診
療
専

門
医
を
僻
地
医
療
対
策
の
切
り

札
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、

僻
地
医
療
を
軽
視
し
て
い
る
。

都
市
部
と
異
な
り
、
医
療
を
含

め
社
会
資
源
を
提
供
さ
れ
る
機

会
が
少
な
か
っ
た
僻
地
は
、
様

々
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
大

き
な
〝
異
常
〞
を
抱
え
て
い
て

も
当
た
り
前
と
思
い
〝
元
気
〞

に
生
活
し
て
〝
ピ
ン
ピ
ン
コ
ロ

リ
〞
を
地
で
い
く
方
も
多
い
。

医
師
に
な
っ
て
5
年
程
度
の

（
強
制
配
置
さ
れ
た
）
総
合
診

療
専
門
医
が
対
応
で
き
る
の
か
。

　
2
0
1
3
年
日
本
学
術
会
議

が
全
員
加
盟
制
医
師
組
織
「
日

本
医
師
機
構
（
仮
称
）」
設
立

を
提
唱
し
た
。「
医
師
の
免
許

権
限
は
従
前
通
り
厚
生
労
働
大

臣
が
保
持
す
る
が
、
日
本
の
医

師
は
、
医
業
を
な
す
た
め
に
、

日
本
医
師
機
構
に
登
録
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い

る
。
日
本
専
門
医
機
構
は
2
0

1
4
年
専
門
医
制
度
整
備
指
針

（
第
1
版
）
で
「
初
期
臨
床
研

修
を
修
了
し
た
後
、
医
師
は
19

基
本
診
療
領
域
の
い
ず
れ
か
の

専
門
医
資
格
を
取
得
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
」と
し
て
い
る
。

　
今
後
、
医
師
国
家
試
験
の
合

格
者
の
大
半
は
、
専
門
医
資
格

取
得
の
た
め
に
日
本
専
門
医
機

構
に
所
属
す
る
。
日
本
医
師
機

構
の
設
立
は
容
易
に
な
る
。
注

視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
専
門
医
の
数
と
配
置
が
財
政

政
策
と
し
て
管
理
さ
れ
、「
家

庭
医
」
と
し
て
配
置
さ
れ
た
総

合
診
療
専
門
医
へ
の
受
診
が
、

政
策
で
誘
導
さ
れ
れ
ば
、
総
合

診
療
専
門
医
は
ゲ
ー
ト
オ
ー
プ

ナ
ー
で
は
な
く
ゲ
ー
ト
キ
ー

パ
ー
と
な
り
、
患
者
が
希
望
す

る
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
障
害

に
な
る
。
更
に
専
門
医
の
み
な

ら
ず
、
保
険
医
の
定
数
管
理
も

加
わ
れ
ば
、
都
市
部
で
も
医
療

供
給
不
足
と
な
り
、
健
康
寿
命

が
過
ぎ
れ
ば
コ
ロ
リ
と
い
く
社

会
が
く
る
で
あ
ろ
う
。

総
合
診
療
専
門
医
が
僻
地
医
療
の

切
り
札
と
な
り
う
る
の
か

 
2
0
1
6

年
10
月
5

日
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
制
度

が
施
行
さ
れ
る
。
ま
た
、
番
号

の
利
用
範
囲
を
拡
大
す
る
改
正

法
も
9
月
3
日
に
成
立
し
た
▼

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
を
初
め
て

聞
い
て
連
想
し
た
の
は
、

チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の
映
画
「
モ
ダ

ン
・
タ
イ
ム
ス
」だ
っ
た
。工
場

の
職
員
と
し
て
真
面
目
に
働
く

主
人
公
が
、
生
産
の
能
率
を
上

げ
る
た
め
に
個
人
が
機
械
の
一

部
に
さ
れ
て
、
個
人
の
個
性
や

尊
厳
が
尊
重
さ
れ
な
い
社
会
を

風
刺
し
た
映
画
だ
▼
全
国
民
を

番
号
付
け
し
て
、
個
人
レ
ベ
ル

の
動
き
を
細
か
く
チ
ェ
ッ
ク
で

き
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、

こ
れ
に
似
て
い
る
。
個
人
を
、

国
家
と
い
う
機
械
の
歯
車
と
し

て
扱
う
制
度
だ
。
し
か
も
、
国

民
全
員
に
背
番
号
を
つ
け
て
、

個
人
の
取
引
や
移
動
が
そ
の
度

に
記
録
で
き
る
よ
う
に
な
る
と

い
う
の
は
実
に
気
味
が
悪
い
▼

人
口
一
億
三
千
万
人
に
も
及
ぶ

日
本
の
行
政
を
、
効
率
良
く
実

施
す
る
に
は
便
利
と
い
う
面
も

あ
る
だ
ろ
う
が
、
人
間
が
名
前

で
は
な
く
番
号
で
認
識
さ
れ
る

と
い
う
の
は
不
愉
快
だ
。
我
々

は
家
畜
や
ペ
ッ
ト
で
は
な
い
▼

こ
の
ま
ま
で
は
い
ず
れ
そ
の
う

ち
、
身
分
証
明
書
代
わ
り
に
各

人
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
刺
青
し
な

さ
い
と
か
、
家
畜
や
ペ
ッ
ト
の

よ
う
に
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
を
埋

め
込
み
な
さ
い
と
い
う
世
の
中

に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
実
際

に
、
全
国
民
に
指
紋
の
登
録
を

義
務
付
け
て
い
る
国
も
あ
り
、

と
て
も
不
安
だ
▼
番
号
を
付
け

る
に
し
て
も
所
轄
官
庁
内
で
の

事
務
の
使
用
に
と
ど
め
、
個
人

の
使
用
に
は
義
務
付
け
て
ほ
し

く
な
い
。 

（m
y
k
o
n
o
s

）

　
全
国
保
険
医
団
体
連
合
会
（
保
団
連
）
は
8
月
6
日
、
厚
生
労
働
省
に
対
し
て
、
2
0
1
6

年
度
診
療
報
酬
改
定
に
向
け
た
改
善
要
請
を
実
施
し
た
。
要
請
に
は
保
団
連
か
ら
住
江
会
長
、

武
田
診
療
報
酬
改
善
対
策
委
員
長
、
中
島
同
委
員
会
担
当
理
事
、
森
社
保
・
審
査
対
策
部
担
当

理
事
が
参
加
し
、
同
省
内
で
行
っ
た
。
ま
た
、
京
都
府
保
険
医
協
会
か
ら
診
療
報
酬
改
善
対
策

委
員
会
小
委
員
を
務
め
る
事
務
局
1
人
が
参
加
し
た
。
厚
労
省
か
ら
は
保
険
局
医
療
課
の
田
村

課
長
補
佐
が
対
応
し
た
。

　
保
団
連
は
、
同
一
日
に
複
数

の
同
一
建
物
居
住
者
に
在
宅
患

者
訪
問
診
療
料
、
在
宅
時
医
学

総
合
管
理
料
等
を
算
定
し
た
場

合
の
大
幅
減
額
の
取
扱
い
に
つ

い
て
、マ
ン
シ
ョ
ン
や
ア
パ
ー
ト
は

除
外
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
厚
労
省
は
、

「
建
物
に
関
す
る
評
価
方
法
を

い
き
な
り
な
く
す
の
は
難
し
い

が
、
非
常
に
非
効
率
な
状
況
に

な
っ
て
お
り
、
受
け
入
れ
る
施

設
側
・
診
療
側
の
不
満
が
大
き

い
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
団

地
、
ア
パ
ー
ト
、
マ
ン
シ
ョ
ン

に
居
住
す
る
患
者
と
異
な
り
、

有
料
老
人
ホ
ー
ム
等
の
施
設
の

複
数
の
患
者
に
つ
い
て
は
、
施

設
側
で
管
理
し
て
い
る
こ
と
も

あ
り
、
全
く
一
緒
で
は
な
い
と

思
う
」
と
の
認
識
を
示
し
た
。

　
一
方
、
厚
労
省
は
患
者
の
状

態
像
に
応
じ
た
評
価
の
導
入
に

つ
い
て
、「
中
医
協
で
は
患
者

の
状
態
に
合
わ
せ
た
段
階
を
作

る
方
向
で
議
論
さ
れ
て
い
る
」

と
述
べ
た
。
建
物
の
評
価
に
加

え
て
患
者
の
重
症
度
に
応
じ
た

評
価
が
検
討
さ
れ
て
お
り
、
点

数
が
よ
り
複
雑
に
な
る
こ
と
が

懸
念
さ
れ
る
。

　
保
団
連
は
、
内
服
薬
を
7
種

類
以
上
投
薬
し
た
場
合
の
減
額

規
定
の
廃
止
を
求
め
て
い
る
。

交
渉
に
参
加
し
た
京
都
協
会
事

務
局
か
ら
も
次
回

改
定
で
の
改
善
を

強
く
訴
え
た
。
こ

れ
に
対
し
て
厚
労

省
は
、「
国
会
で

も
多
剤
投
与
に
対

す
る
批
判
を
受
け

て
お
り
、
そ
の
ま

ま
緩
和
す
る
の
は

難
し
い
状
況
だ
」

と
の
認
識
を
示
し

た
。
た
だ
し
、
前

回
改
定
で
地
域
包

括
診
療
料
・
診
療

加
算
を
導
入
し
た

こ
と
に
触
れ
、「（
届
け
出
て
い

る
）
服
薬
管
理
を
行
う
主
治
医

は
、
規
制
か
ら
除
外
す
る
と
い

う
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
地
域
包
括
診
療
料
等

を
ど
う
し
て
い
く
か
で
は
な
い
か
」
と
の
認
識
を
示
し
た
。

同
一
建
物
居
住
者
の
扱
い

 

マ
ン
シ
ョ
ン
等
は
除
外
す
べ
き

内
服
薬
7
種
類
以
上
の
減
算

  

「
多
剤
へ
の
風
当
た
り
が
強
い
」

　
現
在
中
医
協
で
は
、
入
院
医

療
、
在
宅
医
療
の
議
論
を
経

て
、
外
来
医
療
の
検
討
に
入
り

つ
つ
あ
る
。
京
都
協
会
で
は
、

2
0
1
6
年
度
改
定
に
対
す
る

会
員
の
声
、
要
求
を
集
約
し

て
、
首
相
、
財
務
相
、
厚
労

相
、
中
医
協
会
長
・
委
員
等
関

係
各
所
に
要
請
す
る
た
め
、
会

員
要
請
署
名
運
動
に
取
り
組

む
。
本
紙
に
同
封
し
た
「
要
請

書
」
の
趣
旨
・
項
目
に
ご
理
解

い
た
だ
き
、
ご
署
名
の
上
、
協

会
ま
で
フ
ァ
ク
ス
で
お
送
り
い

た
だ
き
た
い
。

　
在
宅
自
己
注
射
指
導
管
理
料

に
つ
い
て
、
保
団
連
は
「
同
一

患
者
に
対
し
て
、
同
一
月
に
診

療
科
の
異
な
る
自
己
注
射
の
指

導
管
理
を
そ
れ
ぞ
れ
実
施
し
、

在
宅
自
己
注
射
指
導
管
理
料
を

算
定
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ

と
」
を
求
め
て
い
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
京
都
協

会
事
務
局
か
ら
も
重
ね
て
強
く

改
善
を
要
請
。
問
題
点
に
つ
い

て
十
分
に
理
解
を
得
た
も
の

の
、
厚
労
省
側
か
ら
明
確
な
回

答
、意
見
は
出
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
そ
の
他
、「
入
院
中
の
他
医
療

機
関
の
受
診
」
に
係
る
減
算
の

廃
止
、
市
販
類
似
薬
等
の
保
険

給
付
外
し
の
撤
回
、
医
療
保
険

に
よ
る
維
持
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
の
評
価
の
継
続
、有
床
診

療
所
の
入
院
料
の
引
き
上
げ
等

を
求
め
、
医
療
現
場
の
実
態
に

即
し
た
改
善
を
強
く
要
求
し
た
。

　
最
後
に
、
京
都
協
会
が
い
ち

早
く
取
り
組
み
、
全
国
的
な
活

動
に
広
が
っ
た
「
退
院
後
1
カ

月
以
内
の
特
定
疾
患
療
養
管
理

料
の
算
定
制
限
の
撤
廃
」
に
関

し
て
、
改
め
て
要
請
す
る
こ
と

を
伝
え
て
終
了
し
た
。

在
宅
自
己
注
射
指
導
管
理
料

 

専
門
科
ご
と
に
算
定
を
求
め
る

京
都
協
会
取
り
組
み
の

要
請
署
名
に
協
力
を

改善要請を手渡す保団連・住江会長

医
療
現
場
の
実
態
に
即
し
た
改
善
を

2
0
1
6
年
度
改
定
で
厚
労
省
と
交
渉

第３回開業医フォーラム

「新専門医制度」が
国民皆保険を壊す
究極の医療制度改革としての
 専門医制度在り方見直し（仮）
と　き　10月25日（日）
　　　　午後４時～６時

※   終了後、会費制懇親会を開催予定
ところ　京都府保険医協会・ルームＡ～Ｃ
※本紙2940号で案内したテーマは11月29日開催予定です

テーマが変更になりました

2 0 1 5 年 (平成 2 7 年) 9 月 2 0 日 第 2 9 4 1 号京 都 保 険 医 新 聞 毎月 5日･20日･25日発行( 1 )

メディカルページ http://www.healthnet.jp　保険医専用サイト http://www.hokeni.jp（ユーザー名・パスワードとも kyohoi)　メールアドレス info@hokeni.jp

主な内容

開
業
医
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
懸
念
続
出 

（
2
面
）

考
察
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」

 

（
2
面
）

府
が
地
域
医
療
構
想
を
議
論 

（
4
面
）


